
 

 

 

 

 

 

松本市児童館・児童センター Ｈグループ 

（元町・南郷児童館、岡田児童センター） 
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令和５年１１月 

 

松本市公の施設指定管理者選定審議会 

 

 

 

 

 

 



松本市児童館・児童センターＨグループ（元町・南郷児童館、岡田児童セン

ター）の指定管理者の候補者選定に係る審議結果について 

 

 

松本市では、松本市児童館・児童センターＨグループの管理運営を効果的か

つ効率的に行うため、地方自治法第２４４条の２及び松本市公の施設の指定管

理者の指定手続等に関する条例（平成１５年条例第４６号）第３条に基づき指

定管理者を募集したところ、１団体（以下「応募者」という。）から応募があ

りました。 

松本市公の施設指定管理者選定審議会（以下「選定審議会」という。）は、

応募者について提出書類と応募者のプレゼンテーション及び質疑応答を基に総

合的に審査し、指定管理者の候補者を選定しましたので、その結果について次

のとおり報告します。 

 

 

令和５年１１月１７日 

 

  松本市長  臥 雲  義 尚 様 

 

 

 

 

 

 

                  松本市公の施設指定管理者選定審議会 

                      

                    会 長  金 井  俊 道 
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１ 施設の名称 

松本市児童館・児童センターＨグループ 

 ・ 元町児童館 

 ・ 南郷児童館 

 ・ 岡田児童センター （計３施設） 

 

２ 主な募集条件 

 ⑴ 指定期間 令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

 ⑵ 管理経費 委託料方式（施設使用料等は市の歳入とする。） 

        指定期間中の委託料上限額（施設ごとに設定） 

 Ｈグループ合計 ２４６，９５０千円 

 ⑶ 管理運営方針 

   児童館は児童福祉法第４０条に定める児童厚生施設で、児童に健全な遊

びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする。 

  ア 指定管理対象施設の設置目的に基づき、管理運営を行うこと。 

  イ 市民の福祉の増進を目的として設置された公の施設として、役割を十

分に認識し利用について平等な機会を提供すること。 

  ウ 施設の管理運営に当たっては、関係法令を遵守し、設置目的を踏まえ、

利用者に安心・安全な場を提供すること。 

  エ 地域に根ざした施設として、地域住民や関係団体との連携を図ること。 

  オ 松本市子どもの権利に関する条例（平成２５年条例第５号）に基づき、

子どもの権利の保障に努め、児童が主体的に考え、学び、活動すること

ができるよう必要な支援を行うこと。 

  カ 指定管理者の創意工夫のもとに効率的かつ効果的な管理運営を行うこ

とにより、経費の縮減に努めること。 

 ⑷ 特記事項 

  ア 分割したグループごとに、グループ内の施設を一体的に管理すること。 

  イ 現在、児童館の管理運営に従事する職員で、今後も継続して勤務を希

望する職員については、事業の安定性及び継続性を図る観点から、なる

べく継続して雇用すること。継続雇用が難しい場合には、事前に新規配

置職員の現地研修を行うなど、スムーズな事務引継に配慮すること。 

  ウ 常勤職員の人件費については、できる限り委託料の積算根拠に見積も

った単価を下回らないよう設計し、安定的な雇用の確保に努めること。 

  

３ 募集の主な経過 

 ⑴ 募集要項の配布開始、ホームページ掲載等   令和５年７月０３日 

 ⑵ 説明会                   令和５年７月１４日 

 ⑶ 質問受付            令和５年７月１８日～７月２８日 

 ⑷ 質問回答                  令和５年８月 ８日 

 ⑸ 申請書類提出締切              令和５年８月２１日 
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４ 指定管理者応募団体名 

  労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団（以下「ワーカーズコ

ープ・センター事業団」という。） 

  代 表 者 名  田嶋 羊子 

  所 在 地  東京都豊島区東池袋１－４４－３ 

  設 立 年  平成１３年 

  従 業 員 数  ６，７２８人 

  基 本 財 産  ０千円 

  主たる業務  子育ち支援（放課後児童健全育成事業管理運営、児童館管

理運営、保育園運営、親子広場、子育てサポート事業等地域

支援事業等）、公共施設管理（福祉センター、身障者センタ

ー、授産施設、コミュニティセンター等、指定管理運営業

務）、高齢者福祉（配食サービス事業、生きがい対応型デイ

サービス、パワーリハビリ、デイサービス、介護保険事業、

元気高齢者自立支援・介護予防・社会参加を目的とした事業、

会食事業・各種講座等）、障害者支援（障害者就労移行支援、

障害者就労継続支援Ａ型、Ｂ型、障害児童デイサービス等）、

自立支援（就労訓練推進、就労準備、相談、学習支援等）、

教育職業訓練（若者サポートステーション、失業者相談窓

口・住宅支援・就労支援）、農産・食品等（農産物生産、食

品、飲食等：遊休農地を活用した農産物生産事業、食品加工、

飲食販売等） 

 

５ 選定審議の内容 

 ⑴ 選定審議会の開催 

  ア 開催日 

令和５年１０月２６日（木）（於：松本市役所第二応接室） 

  イ 出席委員（五十音順） 

小口眞委員、加藤寛子委員、金井俊道委員、栗田晶委員、 

澤田若菜委員、中野嘉勝委員、古川智史委員、山本綾子委員 

 ⑵ 選定審査の方法 

  ア 書類審査 

    団体からの申請書類について、施設所管部のこども部長同席の下、こ

ども育成課長から次の報告を受け、質疑を行いました。 

   (ｱ) 募集要項に定める申請資格等を満たしていること。 

   (ｲ) 選定審査基準（別紙１）に基づく一次評価 

  イ 団体によるプレゼンテーション及び質疑応答 

    団体に対し、あらかじめ選定審議会への出席を求め、団体から提案内

容等についての説明を受けた後、質疑を行いました。 

  ウ 一次評価 

    申請書類、こども育成課による一次評価結果報告を基に、選定審査基

準に掲げる審査項目について評価を行いました。 

  エ 二次評価 

    団体のプレゼンテーション及び質疑応答に対して、選定審査基準に掲
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げる審査項目について評価を行いました。 

  オ  最終審議 

    一次評価、二次評価で得られた評価結果を踏まえ、総合的な観点から

協議し、応募者を候補者として選定しました。 

    なお、評価表の作成は、採点要領（別紙２）に基づき行いました。 

 

６ 選定結果（留保） 

  指定管理者候補者 ワーカーズコープ・センター事業団 

 

７ 選定結果の概要  

 Ｈグループ（元町・南郷児童館、岡田児童センター） 

応募団体名 ワーカーズコープ 

・センター事業団 区分 配点等 

一次評価 １００ ５８．８０ 

 
大
項
目 

適性 適／否 留保 

団体の管理能力 ３０ １６．２０ 

施設の運営 ５５ ３０．１０ 

経済性 １５ １２．５０ 

二次評価 
１６ 

(２点×８人) 
 ８．５０ 

合 計 １１６ ６７．３０ 

順 位 １ 

 ※ 施設分類・・・【Ｂｂ】事業実施型×安定サービス重視 

 ※ 団体の審査評価総括表は、別紙３のとおりです。 

 

８ 審議講評 

  ワーカーズコープ・センター事業団は、こどもの食生活をサポートするこ

ども食堂事業や、フードバンク事業と連携したフードロス削減の取組み等が

評価されました。 

  しかしながら、ワーカーズコープ・センター事業団は、令和５年８月に当

該事業団のホームページで公表しているとおり、東京都の新宿区、荒川区で

受託した子育て関連事業の職員配置について虚偽の記載・報告を行い、新宿

区では、これに伴い指名停止処分を受けています。上記以外の自治体でも不

適正報告をしていた可能性があるため、当該事業団は弁護士、大学教授等を

委員とする第三者調査委員会を立ち上げ、１２月３１日までに全国の指定管

理事業・委託事業等について調査を行い、最終報告書を公表する予定です。 

選定審議会においても、他自治体での虚偽報告を受け、ワーカーズコー

プ・センター事業団の適性について再審議すべきではないかという意見が出

されました。 

正確な事実関係に基づいた判断を行うため、上記の第三者調査委員会の最

終報告書を待ってから改めて審議するものとします。 

 

以 上 



（別紙１）

　Ⅰ　一次評価（書類審査）

事業
計画書

中項目 大項目

配点等 配点 配点

 市民の平等利用 1 適／否 適／否

 経営理念等 2 適／否 適／否

 職員の労働条件 3 適／否 適／否

4 適／否

5 適／否

 個人情報保護等の管理 6 適／否 適／否

 情報公開 7 適／否 適／否

8 2

9 1

 類似施設・関連業務等の実績 10 2 2

11 3

12 4

13 4

14 3

 働き方改革の推進 15 1 1

16 1

17 2

18 2

19 1

20 2

 安全管理 21 2 2

 管理運営希望理由 22 5 5

23 3

24 3

25 3

26 2

27 5

28 5

 利用促進 29 4 4

 利用者サービス向上 30 4 4

 障がい者等への配慮 31 2 2

 苦情・要望への対応 32 3 3

 セルフモニタリング 33 3 3

 環境対策  環境への配慮 34 1 1 1

35 3

36 2

37 2

38 2
（個別施設ごと
のテーマ）

（個別施設ごとの特性
等を踏まえた項目）

39 3 3 3

 経費節減・業務効率化 40 3

 事業計画書及び収支予算書 41 2

 提案価格 42 10

100 100 100 100

　Ⅱ　二次評価（プレゼンテーション及び質疑応答評価）

1

2

3

4

【二　次　評　価】　　評　価　基　準　点　合　計　点   2／委員１人
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プレゼンテーションに対する評価

事業計画及び提案価格に実行性が感じられるか 0.5／委員１人

施設の有効活用に創意工夫が認められるか 0.5／委員１人

指定管理者となる熱意や意欲が感じられるか 0.5／委員１人

質疑応答での回答は明確であったか 0.5／委員１人

15施設の管理運営にかかる経費が適正に見込まれ、収支のバランスがとれているか

配点×（当該提案納付金額／最高提案納付金額）

【一　次　評　価】　評　価　基　準　点　合　計　点

区分 審査基準 配点等

安全計画・業務継続計画が策定されているか

経
済
性

 経済性

経費節減や業務効率化を継続的に提供する方策等はあるか

15 15

 特記事項  特記事項への対応
募集要項における特記事項⑶について考慮されているか

4 4
募集要項の特記事項⑷について、収支予算書において考慮されているか

 自主事業  自主事業計画
サービスの向上につながり、かつ実施可能な計画であるか

5 5
必要な経費を計上し、バランスのとれた収支計画となっているか

16

児童や保護者に対して柔軟に対応し、コミュニケーションを図る方策等はあるか

支援が必要な児童への積極的な配慮、子どもの未来応援指針に配慮された提案がなされているか

利用者の苦情や要望、意見等に適切に対応できるか

セルフモニタリングの具体的方法を定めているか

エネルギー削減等について具体的な目標を定め、その達成に向けた取組みが講じられているか

創意工夫があり、松本市子どもの権利条例に基づき児童の自主性が尊重されているか

 地域との連携
地域の住民や団体等との連携に積極的に取り組む姿勢があるか

10
児童の様子を含め、学校と緊密に連携して健全育成に取り組む姿勢があるか

 利用者への対応

登録児童を除く一般児童（幼児、中・高生を含む）についての利用促進の方策等はあるか
施
設
の
運
営

 施設の運営

施設の設置目的、業務等を的確に理解し、指定管理者となる意義や責務を認識しているか

26

55

 業務内容

管理区域、業務範囲を的確に把握し、管理運営業務を適切に行うことができるか

11
施設の設置目的に合致し、施設の効用が最大限発揮される内容となっているか

年間の事業量を適切に把握し、実行できる計画内容になっているか

 経理及び事務処理等

会計処理の基準等に基づき、適正に事務処理ができるか

5業務の第三者委託の範囲、理由、委託先に対する考え方は適当であるか

市からの求めに応じて業務報告や事務報告を適切に作成することができるか

事故防止等の安全対策は明確で、職員の教育・訓練の実施計画はあるか

職員体制や配置人員は適切であるか
7

現場責任者、有資格者の配置、指揮系統や責任権限は適切であるか

働き方改革を進めるために具体的な取組みが行われているか

 職員研修・人材育成
職員研修計画や業務指導に関する方針は示されているか

3
支援が必要な児童・家庭、子どもの権利に関する内容が示されているか

3
5

30

当該施設管理運営をサポート・バックアップする体制はあるか

類似施設（当該施設を含む）や関連業務の管理運営実績はあるか

 管理運営

 管理運営方針
市が示す施設運営方針を理解し、仕様書に示す業務を適切に行うことができるか

7

25

指定管理者の責に帰すべき事由による損害賠償等のリスクに対応できるか

個人情報等や業務上知り得た秘密の保護についての適切な管理体制

情報公開や監査請求に対する考え方

基
　
本
　
的
　
事
　
項

団
体
の
管
理
能
力

 団体の概要

 主たる業務内容
 従業員数、経営実績

団体の経営状況は良好であり、経営の安定性を欠く点はないか

市や関係団体等と緊密に連携し、責任を持って事業に取り組む姿勢があるか

 組織・体制

適
性

 管理基準への
 対応

市民の平等利用の確保に対する考え方及び方策

適／否 適／否

公共の仕事という倫理性の認識があり、経営理念、方針は指定管理者として相応しいか

労働関係法令等を遵守し、業務従事者の適正な労働条件を確保しているか

 危機管理対策
災害時や緊急時等に適切な対応がとれる体制となっているか

適／否

松本市児童館・児童センターＨグループ（元町・南郷児童館、岡田児童センター）

指定管理者選定審査基準 施設分類

【Bb】事業実施型×安定サービス重視

大
項
目

中項目 事業計画書項目 審査基準 配点等



（別紙２）

Ⅰ 採点

係数 評価

1.0 特に優れている

0.7 優れている

0.5 標準を満たしている

0.3 劣る

0.0 特に劣る

Ⅱ 採点方法

1 一次評価の採点は、施設所管課による評価をもとに、委員の協議により行う。

2 二次評価は、出席委員全員が評価・採点して評価表に記入し、その合計点を算出して二次評価得点とする。

3 採点は、審査基準に基づき、団体ごとに行う。

4 採点は、「標準」に対する５段階評価とし、各項目の配点にＡ～Ｅの係数を乗じて点数化する。

5 点数は、小数点以下第２位まで算出する。

6 一次評価（基本的事項）と二次評価の合計点が第１位の団体を、指定管理者候補者とする。

7 一次評価：適否審査において、「否」と判定された項目が１つでもあれば失格とする。

8 一次評価：基本的事項の提案価格を除いた配点中、４割に満たない団体は失格とする。

E

【一次評価、二次評価共通】

【失格について】
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松本市公の施設指定管理者選定審議会における採点要領

採点

A

B

C

D



（別紙３）

58.80

67.30

48.80

＜基本的事項の内訳＞

3 1.70

2 1.00

7 4.30

7 3.50

1 0.50

3 1.70

5 2.50

2 1.00

5 2.50

11 6.10

10 6.00

4 2.00

4 2.80

2 1.00

3 1.50

3 1.50

環境対策 1 0.70

自主事業 5 2.50

特記事項 4 2.00

(個別施設ごとのテーマ) 3 1.50

3 1.50

2 1.00

10 10.00

100 58.80

＜二次評価：プレゼンテーション等評価の内訳＞

3.5 2.10

3.5 2.00

3.5 2.20

3.5 2.20

14 8.50

管理運営

団
体
の
管
理
能
力

施
設
の
運
営

利用者への対
応

利用促進

管理運営希望理由

類似施設・関連業務等の実績
団体の概要

働き方改革の推進

安全管理

業務内容

利用者サービス向上

職員研修・人材育成

組織・体制

管理運営方針

(個別施設ごとの特性等を踏まえた項目)

労働者協同組合ワーカーズ
コープ・センター事業団

x＞36.0

経理及び事務処理等

246,950,000

基本的事項合計

環境への配慮

提案価格（５年間総額：円）

特記事項への対応

経
済
性

経済性

経費節減・業務効率化

提案価格

主たる業務内容、従業員数、経営実績

セルフモニタリング

配点
大
項
目

中項目 事業計画書項目

一次評価
適性

基本的事項

提案価格を除く点数(x)＞失格判定(36.0/90点)

二次評価
プレゼンテーション等評価

（2点／委員1人）

松本市児童館・児童センターＨグループ（元町・南郷児童館、岡田児童センター）

団体の審査評価総括表

適／否

合　　　計

区　　　分 配点
労働者協同組合ワーカーズ
コープ・センター事業団

100

16

116

（出席委員8人）
8.50

留保

-6-

施設の運営

プレゼンテーション等評価合計

評価項目 配点
労働者協同組合ワーカーズ
コープ・センター事業団

事業計画及び提案価格に実行性が感じられるか

施設の有効活用に創意工夫が認められるか

苦情・要望への対応

質疑応答での回答は明確であったか

地域との連携

指定管理者となる熱意や意欲が感じられるか

事業計画書及び収支予算書

障がい者等への配慮

自主事業計画


